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キラー衛星（ネット） 対衛星攻撃ミサイル

光学衛星等へのレーザー照射 地上管制施設へのサイバー攻撃地上・衛星間通信のスプーフィング・ジャミング

キラー衛星（アーム） キラー衛星（ジャミング）

キラー衛星（高出力マイクロ波）

キラー衛星（化学スプレー）

（注）９種の無力化手法の図は、防衛省作成資料（宇宙政策委員会第41回安全保障部会資料３、６ページ）の一部を内閣府において転載・加工。

よろしくね

軌道上サービス/
サービス衛星と技術
面・機能面で共通する
要素がある手法

ヨロコンデ！
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※１ RPO ：接近・近接運用（Rendezvous and Proximity Operations）
※２ ASAT：対衛星（Anti-SATellite）

（注）図は、防衛省作成資料（宇宙政策委員会第41回安全保障部会資料３、７ページ）の一部を内閣府において転載・加工。

軌道上サービスと共通的な要素が含まれる事象
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 安全保障やTCBM（透明性・信頼醸成措置）は留意され
ているものの、個別の指針との関係は整理されず。

 ASAT等の軍事利用における行為は、必ずしも抑制されず。
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 規制対象となるアセットを能力ではなく目的で区別して
おり、民生目的である限りは何ら規制されない。

 宇宙空間における配備・運用も可能。

 地球上にあるアセットを規制対象に含めていない。

 地球上での配備・備蓄や地球上からのASAT実験も可能。

 規制対象となる行為を態様ではなく意図と損害で区別
しており、損害発生に至らないか、又は民生目的である
限りは何ら規制されない。

 つきまとい等の損害発生に至らない危険行為も可能。

 目的や意図の検証に関わる問題を先送っている。
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2008年 宇宙空間における兵器配置防止条約（PPWT）案 2007年 国連スペースデブリ低減ガイドライン

2019年 宇宙活動に関する長期持続可能性（LTS）ガイドライン

2020年 責任ある行動決議

2014年 宇宙空間における兵器配置防止条約（PPWT）案（２次案）

2013年 宇宙活動における透明性・信頼醸成措置に関する政府専門家会合報告書

2008年 宇宙活動に関する国際行動規範（ICOC）案

国連第１委員会・ジュネーブ軍縮会議（CD）等 国連第４委員会･宇宙空間平和利用委員会（COPUOS）

2019年 責任ある行動等に係る共同ステートメント

 打上げ、デブリとASAT、SSA及び軌道上サービスの４
項目を挙げ、行動規範を確立する必要性等を指摘。

（出典：各種報道等）




